
資料

国民健康保険条例一部改正 (専決処分)の 報告について



議案第 39'

車決処分の承認について

平成 22年 5月 31日 盤出

地方自治法 (昭和 22年法律算 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとお

り専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。

窯川町長 山  上  貞  夫



手 決 処 分 書

地方白活法 (昭和22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により 次 のとおり

軍決妊分する。

寒"町 国民魅康保険条例の一部を改正する条例

,J    添

平成 22年 3月 31日

寒川町長 山  上  貞  夫



却 Ⅲ町条例第 21,

寒川町国民震庶保険条例の一部を改正する条例

寒川町国民健店保険条例(昭和 34年 寒川町条例第 8=)の 一部を次のように改正す

る。

第 16条の 6中 「470,000円Jを 「500,000円Jに 改める。

第 16条の6の 12中 「1201000円」を 「130,000円」に改める。

第 19条第 1項 中 「、岩しくは 1世 持に属する被保険者が介護納付金膚醍紙保険者

となつた者しくは介書綸付金庫桑緩保残をでなくなつたJの 次に r、有しくは国民億

康保険苫施行令第 29条 の 7の 2第 2項 に規定する特例対象校保険者奪(以下 「特例

対卓被保険者等Jと い う。)となつたJを 加え、 「増加又は」を 「増カロ若しくはJに

改め、 「場合を除く,)Jの 大に 「又は特例対象絞保険者等となつた場合Jを  「 な

くなつた日」の次に 「又は特例対象被保険者等となつた日Jを 加える。

第 20条 第 1項 各号″J配以外の部分中 「470,060円 Jを 「500,000円 Jに 改め、同

項第 1オ 柱書中 「所各税法Jの 大に '(昭和 40年 法律第 33号 )Jを 加え、同号ア中

「10分 の 6Jを 「16分 の 7Jに 改め、同'イ 中 「10分 の 6Jを 「10分 の 7Jに 改

め、同項第 2号 ア中 「10分 の 4Jを 「10分 の 5Jに 改め 同 =イ 中 r10分の 4Jを

「10分の 5Jに 改め、同家に次の 1号 を加える。

(3)第 1'に 規定する裕所得金額及び山林所得金額並びに他の所行と区分して‖

算される所得の金額の合算額が地方税法第 314条 の 2第 2項 に掲げる金額に

350ぅ006円 に当該年度の保険料庫採獅 日(庫課期 日後に保険料の納付義務が発生

した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世常に属する絞保険

者(当藤世特主を除く。)の数及び特定同一世待所月者(当該世特主を除く。)の

数の合計議を乗じて各た額をカロ寡した金額を超えないせ常に係る保険料の続付



ヽ

強務者であつて前 2号 に稼当する者以外の者 !

アに掲げる額に当藤世持に原する被保険者のうち当藤年度分の基礎臓採額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た頼とイに掲げる額と

を合算した額

ア 当 骸年度分のを確臓謀額の被保険者均等割の保険料事に 19分 の 2を 乗じて

行た額

イ 当 蕨年度分の基礎ほ醍額の世常】Ⅲ平年割の保険料軍に 10分 の 2を 乗じて得

た額

第 20条 第 3項 後段中 「476,ooo円 Jを 「SCO,ooo円Jに 、 「12“000円 Jを

「130,000円Jに 改め、同条第 4項 後段中 「470,000円Jを 「500,000円 Jに 改め

る。

第20条の2を第 26条 の 3と し、第20条 の次に次の1条をカロえる。

(特例対象被保険者等の特")

第 20条 の 2 世 帯主ヌは当弦世帝に属する被保険者者しくは特定同一せ帝所属者が

特例対a枝 保険者年である場合における第 14条第 1項及び前条第 1項 の規定の道

用については、第 14条第 1項 中 「規定する絡所得金額Jと あるのは 「規定する絡

所符金額〈特"対 象稜保険者等の経所得金額に所得魂法第 28条 第 1ま に規定する

裕与所各が含まれている堀合においては、当悲給与所得については、同条第 2項

の規定によって計算した金額の 100分 の 30に相当する金額によるものとする。第

21Rにおいて同じ。)Jと 、 「所各の金額 (同法Jと あるのは 「所得の金額〈地方秘

法」と、前条第 1=第 1,中 「絡所得金額(Jとあるのは 「絡所得全部(特例対象

核保険著年の経所得登類に所得税法第 28条第 1項に規定する給与所得が含まれて

いるを合においては、当接結与所行については、同条第 2項 の規定によつて計算

した金額の 100分の 30に4B当する金額によるものとする。Jと 、 「ついては、同

法」とあるのは 「ついては、地方税法Jと する。



第 6■ 中第 27条 の次に次の I条 を加える。

(特例対象技保険者事の届出)

第 27条 の 2 特 例対象被保険者等の「する世帯の世常主は、次に掲げる手家を記哉

した届書を町景に提出しなければならない。

(1)氏 名及び住所

(2)特 例対奈複保険者等の氏る

(3)離 破年月日

(4)離 聴理由

‐  2 前 項の届臼は、特例対会被保険者等の居月保険法お行規則〈昭和 50年 労働合合第

3号 )第 17条 の 2第 1項第 1号 に規定する雇用保険受綺策格者証を提示して行わな

ければならない。

略則第 7条 中 「Jと 、 「Jの 決に '同送Jを 加える。

府 則

(施行翔F)

1 こ の条例は、平成 22年 4月 1月から施行する。

(鶴お措置)

サ  2 こ の条例による改正後の寒川町国民倍庫保険条例の規定は、平成 22年 度分の保

険料から適用し、平成 21年度分までの保険料については、なお従前の例による。



剰 可町国民経庶保険姿例新 ●対縛装

～略～

第 6寮  保 険料

(基礎願曝限度額〉

第 16究の S 第 13条又は第 10姿の 2の基薦臓

際額(一般枝保険者と退藤鞍保険者等ポ伺―の

世待に呂する組合には 第 13条の基鷲庫媒額
と第 15条の2の毒電ほ課頼との合算類をい

う 第 19条及び第 20楽第1項において同
じ.)は 、4?0000円 を超えることができな
V 。ヽ

～略～

(後期高齢者支援金等庫際限度額)

第 16集の 6の 12 第 16茶の6の 3又 は第 16

条の6の 7の後期高い者支援金等隠採額〔一般

較保凍者と述職技保政者尊が同一の世常に■

する場合には、第 16察 の6の 3の窪期高伸

若支援金等属曝額ど第 16条の 6の 7の後打
高齢者支霞奎等ほ8R額との合算額をいう。第
10条及び第 20条 第 1項におぃて同じ )ri
120000日 を超えることができない

ヽ路～

(属藤期 日後において納付釜務の発生 消 練
又店枝保疎者数の呂動等があつた埼合)

第 19策 保 険料の鳳操期日後に納付義務が発生
し ヌ 臣 I世 帯に属する歓保険者憲が増加若
しくは減少 し、著 しくは 1世帯に属する按保

険者が介霊納付金庫RR紙保険者となつた若 し

くは介摩納付金摩腺弦保険者でなくなつた_

を

合における当醸納4t優替者に採る第 13条 第
16条の 2 第 16祭 の6の 3若 しくは第 16察

の0の イの額く被保険者激お車 少した

場合(特定同一性帯所属者に議当することによ

り稜保険者数が競少 した場合を除く。)___

――――――――――一―――における当藤

納付携務者に保5世 特別平尊割縁を除く.〉若
しくた第 16条 の国のHR又は第 20条第 1項各

号に定める額者しくは同粂第 3項着しくは第
4項 の規定により胡み密えてお周する同祭第 1

項各号に定める額の算定は そ れぞれ そ の

納付義務が発生した0文 は被保映者数がH加
着しく1革減少した日(法第 6条第 1号から第 3

号までの規定のいずれかに藤当したことによ

り緩保険著数が減少 した鵠合においては そ
の減少した日力ま月の初日であるときに限り

その前日とする.)若 しくは 1世帯に属する欲

保険者が分康納付食露採絞保慶宮となつた着
しくは分輩納付金際採桜保凍者てなくなつた

～購～

第 6Ⅲ 保 険村

(基礎摩線JI産頼)
第 16条のご 第 13条ヌは第 16究の2の 基礎ほ
醍額(―忠横保険をと退残技保険者等力1向一の

世密に属する母合には 第 13条の基密臓環額
と第 16条の 2の基礎隠霞額との合算頓をい

う 第 19条及び第 20祭第 1項 において同
じ。)は 500000内 を超えることができな
い .

～酪～

(雀期高伸若麦観金等庫際限震額)

第 16資の6の 12 お 16粂 の6の 3ヌ は第 16

粂の6の イの後獅高いを支鍛金等懸録額(一般
依保険者と還残枝保険者等が同一の世杵に思
する場合には 第 16粂 の0の 3の優打高い
者支援金等康疎額と第 164tの 6の イの機期
高齢者支援金等隠曝類との合第額をいう 第
19条及び第 20条第 1項において同じ )は 、
130000円 を超えることができない

～略～

(康傑期 日空においてお付議番の発生 活 減
スは被保険争ほの具職等があつた場合〉

第 19条 候 残干のほほ期日後に納付義務が発生
し、又lt i世行に属する種保険者数がIBJp者

しくは減少し 若 しくは 1世常に属する紋保
険者が介密船付金庫藤被保険者となつた若し
くは介療船付金庫操被保険者でなくなつた、
若しくは自曳笹康lR険法魅行令窮 20褒 の 夕の

2第 2項 に規定する特囲対換壊保険皆毎ω 下
「寄掘対象枚保険者等1と い う。)となつた埋

合における当患納付後務者に係る第 13条  第
16森の 2 第 16条 の 6の 3着 しく t第 16桑
の 6の 7の 額 (桜保険者議が増加をしくに波少
した務合(特定同一世帯所属者に巌当すること
により被保険者敷ぶ蕩少 した場合を除く )と
は特伽射生綾俣康む奪となつた嬢合におけら

当藤納付隻務者に振る世帯別平等剖額を孫

く。)着しくは第 16桑 の 0の 額又ri第20案

第 1項各号にためる額着しくは同4ftt a項若
しくは第 4■ の規定により霊み害えて単用す
る同姿第 1項各号に定める額の算定は そ れ
ぞれ そ の絡付義務が発生した日又は被保峡
者数が増加若しくは激少したコ(法第 6茶 第 1

号から第 8号 までの規定のいずれかには当し
たことにより殺保険有数が減少した場合にお
いては そ の減少した日が月の初日であると
きに限り、その前日とキる。〕着しくは 1性帝
に房する被保峡考ぷ介臨納付金廃藤被保険告
となつた着しくは介感納付金騒察被操映者て



る月から、月宙 りをもつて行う

2(時 )

～略～

(保険料の洩額)

第 20粂 次 の各号に慧当する船付携啓者に対し
て濃する保残常の騒操額のうち基蔵庫醍額
rt 第 13本文は第 16条の 2め基礎服課額か
ら そ れぞれ当藤各号にためる額を減額して
絡た額(当藤携額して得た額が470000円 を
超える埼合には、4'0000円 )とする。

●)世 帝室 当 蕨年慶の保険料ほ藤期日(藤
曝期日後に保険Itの納付餞務が発生した鵜
合にはその発生したoと する。)現在にお
いてその世帝に,す る技保険者及び特定同
一世特所属者につさ算定した地方税法第 31
44"第 1環 に規定する絡所得金額(肯色
専従者給与額スはⅢ禁専従者控除額につい
ては 向 法第 313条 第3項 第 4項 又は第
5項の規定々適用せず ま た 所 得税法_

なくなつた日又は伸例対長被俣険な等となつ

と二の■する拐から 月 割りをもつて行う。

2(略 )
～略～

く保険村の減額〉

第20姿  次 の各号には当する納付蔭務者に対し

て課する保険料のほ擦額のうち基礎厳課類
は 第 13茶又は第 16条 の 2の 基礎康藤額か

ら そ れぞれ当は各号に定める額を減額して

得た額(当恵減額して得た額が,00000円 を

超える埼合には 500000円 とヽする。

(1)世 待主 当 藤年度の保険肘鷹採卵日(底

際期日後に保映料の納付義務が発生したな

合にはその発生した日とする 〉現在にお
いてその世帯に属する技得院を反び特定向
一世持所属者につさ算定した地方税法第 31

4茶 の2第 1項 に規定する絡所得金額(青色

専雀宥給与額又は手楽専従有控除額につい

ては 同 法第 31a tF第 3項  第 4項 スは第
5 FRの規定を遺帰せす ま た 所 4Pr駐送蛭

型」些二と筆盟と旦握生第 57条 第 1項  第 3

項又は第 4項 の規定の例にようないものと
し uJ林 所得金額並びに他の所得と区分し
て計算される所41の金額(始方税法酷則第 3
34の 2第 5項 1こ規定すると親株式尊に係
る配当所得の金額 同 法附別第 33粂 の 3

第5項 に規定する上始等に錬るⅢ薬所得等
の金額 同 法開則第 34条 第 4項 に規定す
る長拐隠渡所得の金額 同 法附jt第 364t

第 5項 に規定する短期態渡所得の金額 同
注lHFl第 35条 の 2第 6項 に規定する株式

等に係る臨渡所得中の金額(痢法貯則第 35

条の2の 6第 11項 若しくは第 19項 ヌ t打
05条 の 3第 11項 の規定の適用がある器含
には そ の適用後の金額)同 法附貫」第 36

姿の4第 4項 に規定する先匂取引に係る建

所得等の金額く同法所則第 35条 の4の 2第
7項 の規定の適用がある場合には そ のjB
用峡の金額)駐 税条約実施晴例注第 3粂

の2の 2第 】0項 に規定する集拘着用利子

等の頼及び同条第 12項 に規定する条約湾

用配当等の額をいう 以 下この項において

同じ.)の 算定についても同様とする。以
下同じ.〕及び山林所得金HR並びに他の所

41と区分してけ算される所得の金額の合併

額が 始 方務法第 314条 の2第 2項 にjEげ
る金額を超えない世常に係る保険料の結付

義務者
アに掲げ/」額に当ま世特に属する被保険

者のうち当藤年度分の基礎臓燦額の歓保険
者均等割額の算定の対象とされるものの数

を衆して得た額とイに将げる額とを合算し
た何

の属す

第 57条 第 1項  第 0
項Xl=第 4項 の規定の例によらないものと
し Ⅲ 林所籍金額並びにはの所得と区分 し
て計算される所得の金額(蛇方税法lt則第 3
a案 の 2第 5項 に規定する■埼株式等に係
る配当所得の金額 同 法附測第 33条 の 3

第 5項 に規定する主IS筆に係る事衆所得筆
の金額 岡 法輸則打 34条 第 4項 に規定す
る長期ほ援所令の金額 同 法附則第 35条

第 5項 に規定する短朔醸渡所lBの金額、同
と開則府 35条 の 2第 5項 に規定する株式
等に係る駁渡所得等の金額(向法購則第 35

条の 2の 6第 11項 を しくi第 15項 又は第
31条 の 3第 11項 の規定の適用がある場合
に1= そ の適用後の金額〉 同法附則第 35

条の 4第 4項 に規定する先均取引に係る様
所得毎の金額 (向法附則第 33察 の 4の 2第
7項 の規定の適用がある場合には そ の適
用後の金額)程 税条約実施特例法第 3条
の 2の 2第 10項 に規定する衆的適用利子
等の額及び間条第 12項 に規定する条約薄
用配当等の額をい う。以下この項において
同じ )の 算定についてヽ同様とする 以
下同じ。)及び出林所得金額並びに他の所
得を区分して排算 される所得の金額の合計
額が 地 方税法第 314条 の 2第 2項 に縄げ
る金年を超えない世補に係る保険料の約付
義務者

アにおする額に営駆世帯に広する枝保険
者のうち営は年度分の基礎ほ採頓の技保険
若均等卸額の算定の対陰とされるものの数
を乗して得た額とイに掲げる観とを合算し
た額



ア 当 骸年度分の基礎臓藤額の績保険者均

等卸の保険料率に 10分 の6を 柔して得

た額

イ 当 蕨年度分の基強服課額のせ常別平等

割の保険ll学に 10分 の 0を 案して得た

額

(2)前 号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が地方税法第 314条

の″第 2項 に潟げあ金額に243000日 に当

蕨年度の保険相層練競ヨ(藤課期日後に保

険料の納付義務が発生した親合には、その

発生した日とするま)現在において当該せ

帯に原する被保険者 (当族世帯主を除く 〉
の数及び特定同一世帯所属者(当藤世帯主

を除く。)の数の合計数を乗して待た額を

加算した金額を超えない世帯に保る保険料
の紳付義務者であつて前号に骸とする者以

外の者
アに掲げる額に当骸世常に属する被保険

者のうち当該年度分の基礎瞬藤額の波保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数

を乗して得た額とイに掲げる額とを合算し

た額

ア 当 転年度分の基礎距軽額の枝保険者均

等割の保険料肇に 10か の4を 乗して得

た額

イ 当 蕨年度分の基礎康際額の世祷別平等

割の保険料事に 10分 の4を 乗して待た

額

て加 え る)

ア 当 滋年度分の基礎層蝶額の被保険者均

等割の保険44筆に 10分 の 7を 乗 じて行
た額

イ 当 該年度分の基礎鷹課額の世祷別平等

割の保険村幕に 10分 の 7を 乗 して得た

額

(2)前 号に規定する終所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合第額が地方税遂第 314条

の 2第 2項 に掲げる金額に 245000円 に当

該年度の保険料厳課期 日(揮潔期日後に保

険料の海付磯務が発生した場合には そ の

発生したFと する 〉現在において当蕨世

常に属する技保険者く当骸笹補主を鎌く )
の数及び特定同一世帯所属者く営蕨世帯主

を除く )の 数の合計数を乗 して得た額を

加算 した金額を超えない笹帯に係る保険料
の納付携務者であつて前号に蕨当する者以

外の者
アに務げる額に当藤世帯に属する被保険

者のうち当核年度分の基礎頑謀額の被保険

者均等割額の算定の対象とされるものの数
を察 じて得た額 とイに掲げる額とを合算 し

た額

ア 当 蕨年度分の基植服摂額の技保険者均

等餌の保険料率に 10分 の 5を 乗 じて得
た額

イ 営 稼年度分の基礎躍際額の世帯別平等

訓の保険料率に 10か の 5を 乗 じて得た

額

(3)第 1を に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計年さ

れる所得の金額の合算額が麹方税法第 314

姿の 2第 2塩 に掲げる金額に 350000日 に

当舷年度の保険料蔵張期 日磁 擦期日後に

保険対のね付浅落が発生 した場合には そ

の韓任した日と十るム)現在において当骸

世移にはする紋保険者(当骸世帯主を除

く、)の数及び特定同一世帯所属者(当蕨世

帯主を除くハ)の数の合計数を乗 して得た

額を加年した金額を超えない世祷に係る保

隣付の納付差務著であつて前 2号 に該当す

る者以外の者

アに48げる窺にJ族 世帯に属する縦俣降

者のうち当骸年度分の基確慮藤額の概保険

者埼等観額の算定の対会 ときれるものの数

を秦して得た額とイに掲げ/J額とを合“し

た額

ア 当 蕨年度分の基建lR簾葱の被保険者均

牢
イ 当 弦年度分の基礎ほ課額の世帯別平等

割の保険料尊に 10分 の 2を 乗 して4た



く略) t

前 2項 の規定は、篠郷高齢者支援査等鳳環額
の激類についてIB用する。この場合におい
て、第1項中 「と礎属螺額Jと あるのは 「後
翔高い者丈接金尊属凛額Jと  1第 13姿又は
第 16条 の をJを あるのは 「第 11条 の 6の 3

又は第 16の 6の ?」と 「 470000円 |と あ
るのは 「120000円 Jと  第 2項 中 「第 16

条Jと あるのは 「第 16奈 の 6の 6Jと 障み唇
えるものとする.

第 1項及↓第 2家の規定は 分 稜納付金聴離
額の携頓について挙用する。この線合におい
て 第 1項中 「基礎騒錬額」とあるのは r介

憩納付金藤操額Jと  「 第 13条D4は第 16条
の 2Jと あるのは 「第 16条 の 3Jを  「470
010円 1と あるのは 「100100円 Jと  第 2
項中 「第 16条第 2項及び第 3項 Jと あるの
は 「第 16条の 11第 2項 及び第 3項 Jと 南み
替えるものとする。

(加える)

2

3

〈所41年の申告〉
窮 20炎 の 2(臨 )

1抵
2(略 〉

3 部 2項 の規定は 後 期高い者支優金与臓潔領

得Fttri晏4手塁塁議晨強テぞ替含あま!1後
期高いを表tR金尊藤藤額Jと  「第 1,条又は

第 16集の2Jと あるのは 「第 16条の6の 0

香店経 ‖塾 品L化 躙 名
あ

条Jと あるのは 「第 16条の6の 6Jと鹿み挙
えるものとする。

4 第 1項及ホ第 21Aの規定は 介 連絡付金陣採

額の出額について準用する。このな合におい

て 第 1項中 「基礎康凛額Jと あるのは r介

護結付金臓課販Jと  「 第 13条又は第 16条
の 2Jと あるのは 「第 16条の SJと  「 500

000円 1と あるのは 「100000円 Jと  第 2

項中 「第 16粂第 2項及び第 0項 Jを あるの

は 「第 16条の 11第 2項 及び第 a項」と説み

替えるものとする。

ヤ態視対食笹係院練 の特例〕
査 20真 の 2 世 帝主又は_484世特にRす る校保

蔭きを しく庄特″同一せ行前日きa141観対象

14集 第 1頬 中 「虚定す る強所得金額 1と ある

の住 「短″十本儀所各査tr(4t伽対よ獲模残を

等の隆所得金8Bに所得技法客 2S真 は 1頬 に規

定す る措与所行が合まれている23谷において

は 当 8A熔与所15については 同 条第 2項 の

規定によつて8riし た金trの 100分 の 30に

ね J十 る金38によるもの とす る_第 2夜 にお

いて伺 し )と  「 所得の経額 (向法 1と あ

るの ir所 毎の金額 (m方 茂法 1と  前 炎嘉 l

項第 1号 中 ra所 客金額 ( を あるのは 「経所

得金額 (特例対象稜保険者等の総所得金額に所

得れ浅窮 28条 盛 1疫 に規定す る結与所得が合

まれている毎合においては 当 藤お与所籍に

ついては 向 兵窮 2項 の規定によつて計算 し

た金鯨の 100分 の 30に 相当す る金額 によら

ヽの とする 1と  「 ついては 向 澄 1と あ

るのは 「ついては 地 方豊法 Jと する_

～略～

(加える)

(所得等の申告〉

第 20条 の 3(時 )

～時～

(特開対象稜傑成者等に転 る癌出)

第 27条 の 2 特 例対象絞保険者等のほする世帝

のlL帝キは 次 に海げると疫 を免と した届を

を,曇 に提出しなければな らない

(1)氏 名及び住斎

(2)特 例対象柱俣醸者むつ 氏え

て0)に 臨年月日



～落～

財 則

(公的年金尊所得に係る保険料の競額腐保の

特例,

第 ?集  当 分の問 世 帯主又はその世祷に属す

る被保険者若しくは特定同一世待所属者が

前年中に所4■税法第 35条第 0家 に規定する公

的年金年に係る所43(以下 「公的年金等所得j
という )に ついて同条第 4項 に規定する公的

年金等控除額く年い 05自 以上である者に係る

ものに限る。)の機除を受けた埼合における府
20茶の規定の適用についてま、同4t第1項第
1号中 「第 314条の 2第 1項に規定する絡所
得金額(Jと あるのは 「第 314条の 2第 1項

に規定する急所得金額(所得残法第 3●4第 3

項に規定する公的年金年に係る所得について

は 同 条第 2項第 1号 の規定によつて計算し

た金額からこ50,000円を揮除した金額によう

ものとし Jと  f__第 S13祭第 3項 Jと
あるのは 「増方残法第 313祭炉 3項 Jと す
る

( 4 )控 捜空 白

2 茄 =の 慮 出は 特 例対と獲侵政を毎の万 田長

給章格を紅を経示して行わなけれはたヽた
Vヽ

～略～

捕 則

(公的年金等所行に係る保険料の減類層謀の

特例)

第 7条  当 分の間 世 行主ヌはそのは行に属す
る技保僚者宕しくは特定同一世帝所属者が
前年中に所得税滋第 05条第 3項 1【規定する公
的年金尊に係る所得(以下 「公的年金等所得J
という.)に ついて同祭第 4項 に規定する公的
年金等控盛額(年齢 60歳以上である者に係る
ものに「Eる。)の控除を受けた4合 における疎
20条の規定の適用,こついては 同 条第 1項第
1号中 「第 314条の 2第 1項 に規定する潮テ
特金額(Jと あるのは 「第 3,4茶の2第 1項
に規定する総所行奎頓〈所得税法打 OS楽第 3

石に規定する公的年とじに4●る所得について
は 同 祭第 2項第 1号の規定によつて計算し
た金tRから150,000円を控除した金額による
ものとし、Jと  r国 送第 313条第 3項 Jと
あるのは 「地方殺差"313条 第 3項 Jと す
る。

附 副

(競行銅 日)

】 この条例は 平 成 22年 4月 1日から左右
する_

に 滴 を は ヽ

2  こ の盗例による改正在の寒"町 口氏篠藤俣

酸資例 は 平 成 22を 度分の保険科か ら適用

し 平 成 21年 度かまでの長娘対について

は な お笹前の例 による^



資料  2

国民健康保険法条例の一部改正 (案)に ついて



(夕)

読英尊  ;

冬川町国民薩廃保険条例の‐部改正について

芸川町国民階床保険条例の一部をrFのように改正する。

平成 22年 5月 31日 程出

寒"町 長 山  上  貞  夫

縄秦理由

国民健康保険法等の一部改正にや う条文の整備を図るため長案する。



寒川町条例第 号

寒川町国民館庫保険条例の一師を改正する条例

寒川町国民健康保険条例(昭和 34年寒川町条例第 8号 )の一部を次のように改正す

る。

第 9条 中 「第 72条の 5Jを 「第 72条の 4Jに 改める。

第 12条の 3第 2,中 「法第 72条の 4第 1項の規定による恐入金 法 第 72条 の 5

の規定による負担金」を 「法第 72条の 4の 規定による負担金」に改める。

第 14条第 1項中 「租税条約の実施に伴 う所得税法 法 人税法及び地方税法のrF例

等に関する法裕Jを 「租税条約等の実施に伴 うF律 税法 法 人税法及び地方税法の特

例等に困すると伸Jに  「租枕条約実施特例法Jを 「租在条約等実施特例法Jに 改め

る。

第 20条第 1項第 1,中 「租枝条約実施特例佐Jを 「租夜条約等実施特例法Jに 改

める。

附則第 6条 (見出しを含む。)中 「平成 20年度及び平成 21年度」を 「平成 22年度

υ  か ら平成 25年度までの各年度Jに 改める。

附 則

(抵行新 日)

1 こ の条例は、公布の日から施行する。ただし 第 14条第 1項の改正規定及び第20

条第 1項第 1,の 改正規定は 平 成 22年 6月 1日から施行する。

(経過措置)

2 こ の条】による改正後の寒川町国民健康保険条例の規定は 平 成 22年度から

平成 25年度までの各年度分の保険村について適用 し 平 成 21年度分までの保

険料については、なお従前の例による。



栄"町 同民健康保険条例新 口村田攻

現 行 改正森

～略ヽ

保 陛事実)

第 9条  こ の町は 法 奈 72条の うに規定する

特定雌態診在年を行 うものとするほか こ れ

らの手整以外の事業であつて 縦 保険者の健

康の保持増進のために次に能げる事業を行

う

(1)～(4)(酪 )

～略～

第 6■  保 険lv

(一般縦保険者に係る幾確藤醍終領)

第 124の 3 保 険ド|のは腺額の うち一般縦供映

者(法附劇第 7姿 第 1項 に規定する退職紋保映

者尊(以 ド 「世職被保険者等」 という )ll外
の紋保険者をいう 以 下向 し )(係 る基礎配

線額(第 20条 の規定によりな礎魔線績を減額

する()のとした場合にあつては そ の減額す

ることとなる額を合rr )の 総額 (以下 「基礎

l■採紹額Jと い う。)古 第 1,に 掲げる額の

見込み額から第 2号 に4Prげる額の見込み額を

控除した額を基準として算定 した額 とする

0)(落 )

(2)当 該年度にお する法第 70条 の規定によ

る負担金(高齢者医療確保法の規定による

後姉高補者支援金 (以下 「後湖高齢者支援

企Jと い う )及 びIF齢者医療確保法のHl

定による病床幡換支援全(以 ド 「病沫転換

支援4Jと い う )並 びに介叢納付企の納

付に要する費用に係 るものを除く )法

第 '2条 の規定による調整交イ1金 (後期高怖

チ支援金及び続床転換支援金並びに/1悲
納

付金の納付に要する貴用に17る ものを統

く )法 第 72粂 の 2の 規定による都道府

県調整交付花(後期高齢者文接企及び病床

転換支捜企H″ひに介護納付金の納付tこ要す

る費用に係るものを離く。)法 強 72条 の

5の 規走による負れ金 法 術 74条 の規定に

よる補助生 法第 754の 規定による滞助
企(後期高齢者等支援企及び病床転換等支

援金並びに介護納付金の納付に要する費用
に係るものを除く。)及び貸付盗 (後期高齢

者支援金等及び病宋転芸文授金害並びに介

護P lj念 の納付に要する費用に係 るものを

～尊～

(保撻↓栄)

第 9条  こ の町は 法 第 72容 の 4に 規/tする

特定健康診査尊を行 うとのとするほか こ れ

らの4r業以外の事業であつて 桜 保険者の健

康の保持増進のために決に相げるⅢ案を行

う

(1)～(4)(略 )

～rF～

第 0章  保 険料

( 般 薇保険者 に採る基礎llrtt1 4額〉

第 12探の 0 保 険料の賦課練の うち一般餃保険

者(法附則第 7条 第 1項 に規定す/p退職枝保険

若年 (以下 「追段枝保険者等Jと い う。)以外
の核保険者をい う 以 下向 し )に 係 る基礎強

課額 (第20条 の規定により丞健蔵練額を波額

するもの とした壌合にあつて ユ そ の波頼す

ることとなる額を含む )の 絵訳 以下 「兵薩

強報総額Jと いう )ま  第 1,に 掲げる額め

見込み額から第 2,に 隅げる額の見込み額 を

推除 した額を単摯として算定 した額 とす る

(1)(略 )

(2)当 該年度におけると第 70条 の規定によ

る負4B企(高補者医療確保との規定による

後り高鮪者文接金(以ド 「後期高補者支援
金Jと いう )及 び高齢者医療確保法の規
定による病床転換支援叙 以 ド 「窮床転隈

文接金Jと いう )並 びに分蔵納付金の納
付に要する費用に採るものを除く )法

第 72条の規定にとる調睦交付金(後期高齢

者支援金及び病床転換支援&並 びに介護納

付金の納付に要する☆加に係るものを除

く。)は 第 72条の 2の 規定による都道府
県調整交付企(後揃高補者文援念及び病床

転換支鎮金並びに分薩納付金の納付に要す

る費用に係るものを除く )法 売 ,2姿の

1の規定による負担金 法 第 74条の規定に

よる補助金 法 第 75粂の規定による補助

金(後期高齢者等支援金及び病床転候等支

援金並びに介護溢付金の輸付に要する費用
に係るものを除く )及 び貸付金(核期高齢

者支壌金年及び病床転英支援&年 H″びに介

護講付金め納付に要する☆IPに係るものを

除く )そ のtl国民健康保険事業に要す

1



フ

脇ドく

る費昴

る資胴

転換丈 云金筆並trに■護郁 i金の納付に妥

その他LH民拠底保険事実に要す

□氏健康保険の琴袴の袖行に要十

位びに後翔 林ヽ子支援金停及び病昧

る費用 (国民は床保Fltの“務の執行に要す

る費用並びに後朔高節音支fF在符及び,床

伝換支li生尊並びに介IIJ41付金・r納 付に要

十る費用をけく )の ための収人(法第 '2

朱の 1売 Inの 規定に■る繰入金及び法崎

Hl寄 7条 第 1項 の規定によるlP葉絡付資与

え付命 (以下 「療差給付☆年安付金Jと い

う )を 徐 く )の 額の合算薇

ヽ
時

～

( 位桜イヽ陳者に係る基礎lER謀4Hの所得部額
り,定)

第 Ⅲl条 前 条の所得割額は 一 般枚保陵者に保

ろ底醍舶 の属する年の前年の所得にtFる地

方純法中脅■ 23年 法律第 22S,)第 31Ⅲ条の 2

第 1項に規定する総所得々鯨及びⅢ林所得企

額並lrに他の所得ど区分 して 十ヽ第され る所得
の金額 (向法姉員」第 33条 の 2第 5項 に規定す

る に場株式等に係る理肖所得の金額 同 法lt

R」第 39条 の 3第 5項 に規定する に地挙に係

るキ業所得等の金額 同 法lr則第 3“条算 1項

に規定する長期議肢所得の在練 (和税特別措世

法(昭和 32年 法待第 26号 )第 33条 の 4第 1

項若 しくは第 2攻  第 34条 第 1項 第 34条

の 2年 1政  第 34央 の 3第 1項  第 35条 第
1■  第 3Sへ の 2第 l ltヌ=第 36条 の規定

に按ヽする壌合には こ れ らの規定の適用に

よ,同 法第 31条 第 l IHに規定するjzttrt渡所

得の牟線から控除する金額を佳除 した金額)
rI方税法怖1即第 35条 第 5項 に規定する短獅議

渡所得の金額 は 検TF〕1格nI_第 3S会 の 4第

1項着 しくは第 2項  第 34条 第 1項  第 34

条の 2第 1項  第 34条 の 3第 1項  第 35姿

第 1項 スli窮 66条 の規定にIIA旨する場合に

は こ れ らの規定の道加により同法第 32条 第

1項 に規定する短駒ね波所得の全類から推除

する金額を控際 した金額)地 方純法附則第 3

S矢 の 2第 6項 にtf定する株式年に係ち藤横

所得祥の金額(同法附則第 35条 の 2の 6第 11

項若 しくは第 15項スは第 35条 の 3第 11項

の規定の適用がある場合には そ の適用後の

金tH)同 法怖Rl第 35条 の 4第 4項 に規定す

る先物取引に係る雑所得年の金額 (同法附則第

35条 の 1の 2第 7項 の規定の適用がある場合

には そ の適用後の企頼)租 純姿Hl等の実施

に伴 う所得焼法 法 人浄法及び地方税法の特

例年に円する法律(昭和 44年 法律第 16号 .

第 20条 第 i項第 i手において 「紅税条約与

突続特例法Jと い う )術 34の 2の 2第 10

項に規定する姿拘適用R子 等の額及び同条第
12項に規定する条約適用配当等の額をい う

する費用を除 く )の たちの収入 (法第 '2

集の 3第 1項の規定に■る繰人々及び法ll

副第 ,条 筑 1項 の規tに ■る僚養給付資年

女付金(以卜 「棟養指i☆ 等交付金Jと い

う )を 焼く )の 額の合算額

～略～

(―鮫粧保険者に係 る基礎憶藤額の所得伸額
の算定)

第 14楽 前 条の所得抑額は 一 般校保険ヤにr■
ちlt課坤 ●のほする年の前年の所得に係る地

方税法(Sα和 25年 法律第 226■)第 314条の 2

第 l rfに規定する絡所得企額及tr山林所得金

葱化すに他の所得 とい分 して計算される所得
の全額(同法附則労 334の 2第 5項 に規定す

る上場株式年に係る鯉肖所得の金額 向 法IⅢ

則第 38条 の 3第 5項 に親をする土地年に係

る事業所得等の金額 口 法所i印第 J4姿第 4項

に規定する長期譲波所得の金額 仙 税特取措置

法0脅和 32年 法徳第 26号 )第 30条 の 4第 1

項若 しくは第 2項  第 34粂 第 1項  第 314

の 2第 1強  第 34条 の 1第 1項  第 35条 第
1項  第 35条 の 2第 1取又は第 36条 の規定

に舷Jす る場合に ■ こ れ らの規定の適用に

より同法第 Ⅲl条第 1項に規定する長切絞渡所

得の企額からf_●除する令顔を鮮除 した金額)

地方税法lll郎第 35茶 第 5 rrtに規定するt2期破

渡所得の金額 (釈殺柳 frlE法第 33条 の 1第

1項若 しくは第 2項  第 3“祭第 1車  第 34

条の 2第 1項 第 34楽 の 3第 I項  第 31条

第 1項 スは第 304の 規定に蕨当する場合に

1  ヽこ れ らの規定の遺用により同法お 32条 第
1項に規定す る短期韻渡所得の金線から控除

する金額をPEL除した全額)地 方税法「j貝J第 3

54の 2第 。項に規定する株式等に係る蔽波

所得等の企額 (同法附則第 36条 の 2の 6第 11

項者 しくは第 15項 Xは 第 35条 の 0第 11攻

の規定の適lBがある場合には そ の適用後の

企額)同 法附即第 35条 の 1第 4項 に規定す

る先物取引に係 み擢所得等の企額 (同法附則第
35条 の 1の 2第 7項 の規定の適用がある場合
には そ の適用後の企額)祉 統真椅の実前に

専に関する法rr(昭和 44年 法爺第 な0号。第 2
0条 算 1頬第 r号において 欧 税条わ実施特

例遊Jと い う 〉第 341の 2の 2第 10家に規
定する条約適用利子等の額及び向奈第 12項に

規定する条約適用配当等の栖をい う 以 |こ

2



ツ

の朱において同 じ )の 合計●Hか ら地方税法奈

314禁 の 2第 2項 の規官に3tる控除をした後

の絵所得冷額及び山林所得れ頼ヤびに他の所

得と区分 してキ1鼻される所得のと額の合計観

(以下 「題藤雄ll後の終所得金額与Jと い

う )に  第 16条 の所得割の降1次科車を派 し

て壕セする

(略)

以 ドこの条において 出し )の 合計額から地方

税拡お 3144の 2第 2“ の親をによる控除を

したとの絡所得在細及び出林所得金額H″びに

他の所得 どk分 して許第 される所得の金額の

合:,練(以下 1基礎4t除後の経所得令額母J と

い う )に  第 1●条の所得和め供吹 「ヽ事を兵

してHR走する

(略)

～PFH～

(保険料 の減 額)

第 20条  次 の各号に該 Jす る納付義務者 に対 し

て烈する保険 ,ヽの販設額の うち共礎磁課額

イエ 第 13朱 文 i第 16集 の 2の 基礎硬源額か

ら そ れぞれ当談各 号に定める額を減額 して

得た額 (当談波額 して得た額が 500000■ を

超える場合には 500000川 )とする

(1),村 主 当 液年度の保険村lt孤期 日(lr

線期 日後に保1唆料の納付義務が発生 した場

合にはその発■ した申とする )現 在にお
いてその世帝に属する絞保険な及び付だ向
一世怖所属者につき算定 した地方純法第 31

44の 2第 1項 に規定する組所得金額 (青こ

専在者給与額又は■莱専任者雄除額につい

ては 同 法窮 ,19業 第 3項  第 4項 ヌは第

5項 のl■iを 適用せす ま た 所 得税法 (昭

和 40年 法律第 33,)第 57条 第 1項  第 3

項又は第 4項 の規定の例によらないものと

し 出 林所得金額並びに他の所得と区分 し

て計算 される所得の金顔(地方績湛附則第 3

3条 の 2第 5項 に規定する上場床式年に係

る配当所得の金額 向 法附則算 30条 の 3

第 5項 に規定する土地等に係る車楽所得等
の統想 同 湛附貫Ⅲ第 34粂 第 4項 に規定す

る長期破湊所得の金額 同 法ll則第 35条

第 5項 に規定する短幼lE渡所得の金額 同

法附印第 354の 2第 6項 に規定する株式

年に係る諺渡所得尊の金線(同法ll則第 15

条の 2の 6第 11項 右 しくは第 15項 xは 第

35条 の 3第 11項 の規定の適用がある場合

には そ の適用後の&徳 )向 法捕則第 33

集の 4第 1項 に規定する先物取引に孫 る怒

所得特の金領 (府法時則第 354の 4の 2第

7項 の規定の適用がある場合には そ の道

用後の金額)租 税条約実施特捌法第 `条

の 2の 2第 1。塩に規定する第約適用利子

年の頼及び同条第 12項 に規定する条約題

端モン;概操軍せ現ヽ!」苫税罪女
ヤ
済

下同じ。)及び山林所得々額並びに砥の所
r7とに分して計算される所得の金4Hの合計

～路～

(保険料の減額)

第 20朱  よ の4号 に談当する納付義務者に対 し

て醍する保険料の賦課額の うらネ礎ほ潔額

Fi 第 13条Xは 第 16条の 2の 込lt藤醍額か

ら そ れそれ」該各号に定める徳を蔵額 して

得た額 (▼骸厳額 して得た額が 500000円 を

超 える場合には 60000 0円 )と十る

(1)世 符土 当 該年度の保険i眠 課期 ●(眠

誤期日後に保険flの綸付長携が発生 した場

合にはモの発生 した日とする )現 在にお

いてその世常に属する複保険者及び特定向
―世格所属者につき算定 した地方焼法第 31

4楽 の 2第 1項 に規定する終所得金額 (千色

専従者箱与額又は■業専従者控lF額につい

ては 同 桜第 31S条第 3項  第 1項 又は第

う項の規定を適用せず ま た 所 得統権(昭

和 “0年 法体第 33号 )第 57楽 第 1項  第 3

項スは第 4項 の規定のlflによらないものと

し u林 所得塗栖並びに他の所得 と区//jし

て計算され る所得の金額 (地方純法蜘 第 3

34の 2第 5項 に規定する L均株式年に係

る配当所得の4練  同 法附則第 38条 の 0

第 5娯 に規定する■地申に係る干提所得等
の金額 同 法lt則第 31条 第 4項 に規定す

る長湖譲渡所得の金額 同 法附印第 35条

第 5,t規 定する左期敵茂所得の金額 同

法附則第 35条 の 2第 6唄 に規F‐する株式

尊に係る議波所得等の金額 (同法l■則第 36

4の 2の 6第 11項者 しくは第 15項ヌは第

35条の 3第 11項 の規定の適用がある場合

に i そ の電用後の企頼)向 法lt則第 35

条の “第 4噴 に規定する究物取引に係る4E

所得年の金額 (同法rrlmお3s条 の 1の 2第

'項の規定の通河がある場合には そ の竜

用後の金額)社 殺条約尊実施特例法第 3

条の 2の 2第 10項にRl危する条約適用利

子年の縛及び向姿第 12項 に規定する条約

適用配当鮮の額をい う。以下この項におい

て向 し )の 算定についても向僚 とする

以下同じ )皮 び山林所得金額並びに他の

所得 と区分 して計算される所得の金額の合



振■l lt t t  r■法■ 3Ⅲ 朱Ⅲ 2,ど hに 拒 す

る4績 を短えない世帯に係ろ保険十,の軸付

義誇帝

アに掲する敵にJ`ユ世杵 工はする縦 ■候

キの うちJ舷 年使分の玉確順桜額のには峡

者均争,1節の算定の対象 とさ↓Iるものの技

を乗して11た績 とイに掲 |ち加 とを合亜 し

た領

ア イ (幹)

(〕 (3)(略 )

2-1(昨 )

=1額が 地 方穐と,314冬 の 2'2F● こ描

十る,歓 を也えない|1杵に係る件佐1,の利

付売作者

アに把 する前に当該 |十 1こ福する液模映

との うち当核1:度分のとttllH醍額の桜保険

イrl等割敵lr年せの対ぐとされるtすの″)紘

を来 じて,,厳 とイ 1掲 |ちれ とを台t4し

た振

ア イ (mtF)

( 2 ) ( 3 ) (略 )

2ヽ1(略 )

ヽ略ヽ

141 lJ

(平成 22年 度か らヤ成 25年 度 itの 4年 ,と

にお する 般 紋保政者に係ち■確破課結

額の竹何)

第 6茶  平 成 22“ 度か ら辛歳 21午 庄 ヤてのrr

年度にお1する第 12条 の 3の 規定の適用につい

て i す 各第 1,中 「保雄|1業に要する費用

の額Jを あるのⅢヽ 1保雌打業に要す る費用の

額 よ ‖i抑第 264第 1■ ,1う に格げる女

付企を夜付する事者に係 る向茶う 2項 の規定

にtる 挺山金にIH当する額及び卜楽第 1項第
2,に 掲げるT‐付谷を資イけ る'I‐に係 る同

祭第 2Ⅲ の規定による処‖令の 2分 の 1に打

当する飯Jと  同 条第 2,Ⅲ 「その他Jど あ

るのは 「 法 l lFm第26条 和 虫の規定による

交打合その他Jど 十を

～孫～

II「  lm
一

代

継保成 どに係 rJ、健憶眼格侑の中m)

'6条  平 成 ヨ0年 に及び平成 21年 度にお する

第 12ムの ↓の域定の適用については 同 条第
1,Ⅲ 「件雄Ⅲ来に妻する“"の III!とある

の i「 はFL"策 に要する輩用の41 法 怖印第
26茶毎 1,行 1号■増げる交付金を交付する

手定に係る同末第 2京 の規定による拠はこに

相Jす る薇及び向業第 1項常 2,に 抱げる女

付企を交付するⅢ☆に係る同奈第 2"の 規定

による拠出4の 2分 の 1に和」するなJと

同奈第 2,自 「その値J!あ るのは 「 ル:晴

lm亭 26条 第 1カの規定ri44付 在その他J
とする

～路ヽ

―怖～

41 印

(IL行期 )

この4阿 工 公 布の日から施行する た だ

2  こ の資例に よる故1ビ後のな川町同R健 藤仰 A

疾例の狼たは ,成 22年 度か ら平成 25年 度 ま

ら施行すち

(経tl潜に)

ての ●1年度分のいpl々について滴用 し r成 2

1年 度分 =て のlt険社 について ' な お楚前の


